
 １ 占用（一時使用）料が必要な場合は、許可書交付時に五城土地改良区に納入するものとする。

 ２ 占用（一時使用）期間満了後、原形復旧の必要のあるものは使用者において原形復旧する。

 ３ 土地改良区等が施行する土地改良事業に支障となる場合は、申請者の負担において当該使用
 　 物件の移転等を行うものとする。

添  付  書  類
 ☑所在図　　☑実測平面図　　☑使用面積距離計算図　　□工事計画書

 □設計書　　☑縦横断面図　　☑構造図　　☑同意書

 許可条件　　・次の条件を基本とし、決済後発行する許可書に記載した条件を遵守すること。

そ の 他

 期　　　　　間 令和  12  年  ３  月  31  日 まで ５ヵ年 間

工
作
物
の
構
造
等

 横断用側溝（落蓋型）Ｕ300型布設
 　施行延長　Ｌ＝5.0ｍ

そ
の
他
の
事
項

 占用面積　5.0ｍ×0.5ｍ＝2.50㎡
 
 工事予定期間
 令和７年４月１日～４月15日

 占用（一時使用) 令和  ７  年  ４  月  １  日 から

   占用並びに一時使用規程第２条の規定により関係書類を添えて申請します。

記

占
用
（
一
時
使
用
）
の
目
的

公 共 用

占
用
（
一
時
使
用
）
の
場
所

 所在地

 道水路名

占用（一時使用)
面　積・距　離

 １箇所　Ｌ＝5.0 ｍ 用水路

 　　　　Ａ＝2.50 ㎡

営 業 用
 南魚沼市

田崎  地内 

家 庭 用  住宅への乗り入れのため

申請者 住　所 南魚沼市田崎741番地4

水　路下記のとおり を占用（一時使用）したいので、五城土地改良区道路及び水路の

氏　名 五 城　太 郎 　㊞

連絡先 025-775-3111

道水路等占用（一時使用）許可（同意）申請書

令和 ７ 年 ３ 月 20 日

　　五城土地改良区理事長　様

水路を申請

する場合

【記入例】

必要に応じた書類に✓を

入れて添付してください

五
城

工事を伴う場合は、工事開始日から



五城土地改良区理事長　様

田　崎 集落土地改良委員長 ○ ○　○ ○ 　㊞

田　崎 区　　　　　　　長 ○ ○　○ ○ 　㊞

田　崎  地内の 水路 を占用（一時使用）することに同意します。

令和  ７  年  ３  月  15  日

　このたび申請人 五 城  太 郎 が

　道水路等占用（一時使用）許可（同意）申請をするにあたり

同　　　 意　　　 書

注）

○申請書提出部数は１部。（控えは自身で保管してください）

○決済完了後、許可（同意）書をお渡しします。
・土地改良区所有地は許可書、国及び地方公共団体

所有地においては同意書です。
○占用期間は５ヶ年以内、一時使用期間は１ヶ年以内を原則
とします。

○占用のため設置した工作物を変更又は廃止するときは理事

長に申請してください。

関係集落が複数の場合は、行を調整して作成願います。
また、隣接者・その他関係者の同意書を別葉で求める
場合があります。

関係集落の区長と土地改良委員長に説明し

同意を得て、申請書に添付してください。


